
六
十
三
〜
六
十
五

﹇
略
﹈

六
十
三
〜
六
十
五

﹇
略
﹈

六
十
六

意
匠
法
施
行
規
則
第
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
手
続

﹇
新
設
﹈

施
行
規
則
第
二
条
の
二
第
十
二
項
及
び
第
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三
十
一

条
の
二
第
五
項
、
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
（
実
用
新
案
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三
十
八
条
の
六
の
二
第
四
項
（
実
用
新
案
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は
第
三
十
八
条
の
十
四
第
三
項
（
同
条
第
六
項
（
実
用
新
案
法
施
行
規
則

第
二
十
三
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
実
用
新
案
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
第
七
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
回
復
理
由
書
の
提
出

第
三
項
（
実
用
新
案
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三
十
八
条

の
六
の
二
第
四
項
（
実
用
新
案
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は

第
三
十
八
条
の
十
四
第
三
項
（
同
条
第
六
項
（
実
用
新
案
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
実
用
新
案
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
規
定
に
よ
る
回
復
理
由
書
の
提
出

（
願
書
等
の
様
式
）

第
十
一
条

﹇
略
﹈

（
願
書
等
の
様
式
）

第
十
一
条

﹇
略
﹈

手

続

書
類
名

様
式

手

続

書
類
名

様
式

一
〜
五

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

一
〜
五

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

六

第
十
条
第
五
十
四
号
に
規
定
す
る
特
許
法
第
百
八
十

六
条
第
一
項
（
実
用
新
案
法
第
五
十
五
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
意
匠
法
第
六
十

三
条
第
一
項
又
は
商
標
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
証
明
の
請
求
の
う
ち
特
許
出
願
、
実
用
新

案
登
録
出
願
、
意
匠
登
録
出
願
（
意
匠
法
施
行
規
則

第
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
複
数
の
意
匠
登

録
出
願
を
一
括
し
て
し
た
も
の
を
含
む
。）又
は
商
標

登
録
出
願
若
し
く
は
防
護
標
章
登
録
出
願
に
つ
い
て

パ
リ
条
約
（
千
九
百
年
十
二
月
十
四
日
に
ブ
ラ
ッ
セ

ル
で
、千
九
百
十
一
年
六
月
二
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
、

千
九
百
二
十
五
年
十
一
月
六
日
に
ヘ
ー
グ
で
、
千
九

百
三
十
四
年
六
月
二
日
に
ロ
ン
ド
ン
で
、
千
九
百
五

十
八
年
十
月
三
十
一
日
に
リ
ス
ボ
ン
で
及
び
千
九
百

六
十
七
年
七
月
十
四
日
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
改
正

さ
れ
た
工
業
所
有
権
の
保
護
に
関
す
る
千
八
百
八
十

三
年
三
月
二
十
日
の
パ
リ
条
約
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）の
同
盟
国
、
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
若
し
く

は
商
標
法
条
約
の
締
結
国
又
は
特
許
法
第
四
十
三
条

の
三
第
二
項
の
特
定
国
に
お
い
て
優
先
権
を
主
張
す

る
た
め
の
書
類
に
つ
い
て
の
証
明
の
請
求

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

六

第
十
条
第
五
十
四
号
に
規
定
す
る
特
許
法
第
百
八
十

六
条
第
一
項
（
実
用
新
案
法
第
五
十
五
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
意
匠
法
第
六
十

三
条
第
一
項
又
は
商
標
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
証
明
の
請
求
の
う
ち
特
許
出
願
、
実
用
新

案
登
録
出
願
、
意
匠
登
録
出
願
又
は
商
標
登
録
出
願

若
し
く
は
防
護
標
章
登
録
出
願
に
つ
い
て
パ
リ
条
約

（
千
九
百
年
十
二
月
十
四
日
に
ブ
ラ
ッ
セ
ル
で
、
千

九
百
十
一
年
六
月
二
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
、
千
九
百

二
十
五
年
十
一
月
六
日
に
ヘ
ー
グ
で
、
千
九
百
三
十

四
年
六
月
二
日
に
ロ
ン
ド
ン
で
、
千
九
百
五
十
八
年

十
月
三
十
一
日
に
リ
ス
ボ
ン
で
及
び
千
九
百
六
十
七

年
七
月
十
四
日
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
改
正
さ
れ
た

工
業
所
有
権
の
保
護
に
関
す
る
千
八
百
八
十
三
年
三

月
二
十
日
の
パ
リ
条
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
同

盟
国
、
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
若
し
く
は
商
標
法

条
約
の
締
結
国
又
は
特
許
法
第
四
十
三
条
の
三
第
二

項
の
特
定
国
に
お
い
て
優
先
権
を
主
張
す
る
た
め
の

書
類
に
つ
い
て
の
証
明
の
請
求

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

七
〜
二
十

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

七
〜
二
十

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

（
発
明
の
新
規
性
の
喪
失
の
例
外
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
の
手
続
等
）

（
発
明
の
新
規
性
の
喪
失
の
例
外
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
の
手
続
等
）

第
十
二
条

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
又
は
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
磁
気
デ
ィ
ス
ク
の
提
出
に
よ
り

特
定
手
続
を
行
う
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
手
続
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
書
面
の
提

出
に
代
え
て
、
手
続
補
正
書
、
誤
訳
訂
正
書
、
特
許
出
願
、
実
用
新
案
登
録
出
願
、
意
匠
登
録
出
願
若
し
く
は

意
匠
法
施
行
規
則
第
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
、
商
標
登
録
出
願
若
し
く
は
防
護
標
章
登
録
出
願

の
願
書
、
出
願
審
査
請
求
書
又
は
特
許
料
納
付
書
若
し
く
は
登
録
料
納
付
書
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
記
載
事

項
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
又
は
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
磁
気
デ
ィ
ス
ク
の
提
出
に
よ
り

特
定
手
続
を
行
う
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
手
続
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
書
面
の
提

出
に
代
え
て
、
手
続
補
正
書
、
誤
訳
訂
正
書
、
特
許
出
願
、
実
用
新
案
登
録
出
願
、
意
匠
登
録
出
願
、
商
標
登

録
出
願
若
し
く
は
防
護
標
章
登
録
出
願
の
願
書
、
出
願
審
査
請
求
書
又
は
特
許
料
納
付
書
若
し
く
は
登
録
料
納

付
書
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
記
載
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
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